
JP 2017-126476 A 2017.7.20

10

(57)【要約】
【課題】　設計が容易なズームレンズ及びそのようなズ
ームレンズを用いた検査装置を提供する。
【解決手段】　電子ビームの進行方向に沿って配置され
た第１ダブルギャップレンズ（９１ａ）及び第２ダブル
ギャップレンズ（９１ｂ）を備え、そのそれぞれが、前
記電子ビームの進路の周囲に巻回された第１コイルと、
前記電子ビームの進路の周囲に巻回された第２コイルと
、前記第１コイル及び前記第２コイルの一部を覆うよう
に配置され、前記第１コイルに対応する第１ギャップと
、前記第２コイルに対応する第２ギャップと、が設けら
れた磁路と、を有し、電子ビームによる像を拡大又は縮
小するズームレンズが提供される。
【選択図】　図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子ビームの進行方向に沿って配置された第１ダブルギャップレンズ及び第２ダブルギ
ャップレンズを備え、そのそれぞれが、
　前記電子ビームの進路の周囲に巻回された第１コイルと、
　前記電子ビームの進路の周囲に巻回された第２コイルと、
　前記第１コイル及び前記第２コイルの一部を覆うように配置され、前記第１コイルに対
応する第１ギャップと、前記第２コイルに対応する第２ギャップと、が設けられた磁路と
、を有し、
　電子ビームによる像を拡大又は縮小するズームレンズ。
【請求項２】
　前記第１ダブルギャップレンズ及び前記第２ダブルギャップレンズによって、倍率調整
及びフォーカス調整を行う、請求項１に記載のズームレンズ。
【請求項３】
　当該ズームレンズの物面から射出した電子ビームの開角と、当該ズームレンズの像面に
結像した電子ビームの開角と、の比に応じて倍率が定まる、請求項１又は２に記載のズー
ムレンズ。
【請求項４】
　当該ズームレンズの物面と前記第１ダブルギャップレンズの中心との距離、前記第１ダ
ブルギャップレンズの中心と前記第２ダブルギャップレンズの中心との距離、及び、前記
第２ダブルギャップレンズの中心と当該ズームレンズの物面との距離に応じて倍率が定ま
る、請求項１又は２に記載のズームレンズ。
【請求項５】
　前記第１ダブルギャップレンズは当該ズームレンズの物面側にあり、
　前記第２ダブルギャップレンズは当該ズームレンズの像面側にあり、
　当該ズームレンズは、電子ビームによる像を拡大し、
　前記第２ダブルギャップレンズの中心と当該ズームレンズの物面との距離は、当該ズー
ムレンズの物面と前記第１ダブルギャップレンズの中心との距離より大きい、請求項１乃
至４のいずれかに記載のズームレンズ。
【請求項６】
　前記第１ダブルギャップレンズは当該ズームレンズの物面側にあり、
　前記第２ダブルギャップレンズは当該ズームレンズの像面側にあり、
　当該ズームレンズは、電子ビームによる像を縮小し、
　前記第２ダブルギャップレンズの中心と当該ズームレンズの物面との距離は、当該ズー
ムレンズの物面と前記第１ダブルギャップレンズの中心との距離より小さい、請求項１乃
至４のいずれかに記載のズームレンズ。
【請求項７】
　前記第１ダブルギャップレンズにおける前記第１コイル及び前記第２コイル、並びに、
前記第１ダブルギャップレンズにおける前記第１コイル及び前記第２コイルに流す電流に
応じてフォーカス位置が定まる、請求項１乃至６のいずれかに記載のズームレンズ。
【請求項８】
　前記電子ビームの進行方向に沿った磁場の積分値が略０である、請求項１乃至７のいず
れかに記載のズームレンズ。
【請求項９】
　前記電子ビームが前記第１ダブルギャップレンズ及び前記第２ダブルギャップレンズの
それぞれを通過しても、前記電子ビームによる像が回転しない、請求項１乃至８のいずれ
かに記載のズームレンズ。
【請求項１０】
　前記第１コイルにおけるアンペアターンは、前記第２コイルにおけるアンペアターンと
等しい、請求項１乃至９のいずれかに記載のズームレンズ。
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【請求項１１】
　前記第１コイルと第２コイルは分離されており、
　前記第１コイルの巻回方向は前記第２コイルの巻回方向と等しく、
　前記第１コイル及び前記第２コイルには、それぞれ第１電源及び第２電源から逆方向の
電流が供給される、請求項１０に記載のズームレンズ。
【請求項１２】
　前記第１コイルの終端が前記第２コイルの始端と接続されており、
　前記第１コイルの巻回方向は前記第２コイルの巻回方向と逆方向であり、
　前記第１コイル及び前記第２コイルには、共通の電源から電流が供給される、請求項１
０に記載のズームレンズ。
【請求項１３】
　試料を載置して連続的に移動するステージ装置と、
　一次ビームを前記試料に対して照射することで前記試料から発生した二次ビームの像を
生成する二次元センサを含む検出器と、
　電極を含み、前記ステージ装置の移動に同期して、前記ステージ装置の移動によって前
記試料が移動している間に、前記試料の同じ部分から発生した二次ビームが前記二次元セ
ンサの同じ部分に入射するように、前記電極に電界を発生させることで前記二次ビームを
偏向する偏向器と、
　前記二次ビームの進路に設けられた、請求項１乃至１２のいずれかに記載のズームレン
ズと、を備える検査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、検査対象の表面に形成されたパターンの欠陥等を検査する検査装置及び検査
装置に好適なズームレンズに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の半導体検査装置は、１００ｎｍデザインルールに対応した装置と技術であった。
しかし、検査対象の試料は、ウエハ、露光用マスク、ＥＵＶマスク、ＮＩＬ（ナノインプ
リントリソグラフィ）マスク及び基板と多様化しており、現在は試料が５～３０ｎｍのデ
ザインルールに対応した装置及び技術が求められている。すなわち、パターンにおけるＬ
／Ｓ（ライン／スペース）又はｈｐ（ハーフピッチ）のノードが５～３０ｎｍの世代に対
する対応が求められている。このような試料を検査装置で検査する場合、高分解能を得る
ことが必要になる。
【０００３】
　ここで試料とは、露光用マスク、ＥＵＶマスク、ナノインプリント用マスク（及びテン
プレート）、半導体ウエハ、光学素子用基板、光回路用基板等である。これらは、パター
ンを有するものとパターンがないものとがある。パターンが有るものは、凹凸のあるもの
とないものとが有る。凹凸のないパターンは、異なった材料によるパターン形成がなされ
ている。パターンがないものには、酸化膜がコーティングされているものと、酸化膜がコ
ーティングされていないものとが有る。
【０００４】
　従来の半導体検査装置として、ステージの連続的な移動に伴う試料の移動と偏向手段に
よる二次ビームの軌道の偏向とを同期させて制御することで、二次元ＣＣＤセンサ上で二
次ビームの像を停止させ、その同期期間中に試料の同じ検出領域の像を二次元ＣＣＤセン
サの同じ個所に投影させるようにした電子像追従式の電子光学装置を用いた電子線検査装
置が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特許第４３３２９２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　二次元ＣＣＤセンサ上に像を得る際、像を拡大又は縮小させる必要がある場合がある。
その場合、二次ビームの進路中にズームレンズが設けられる。ズームレンズの構成によっ
ては、適切な設計が困難な場合がある。
【０００７】
　本発明は、以上のような問題点に着目し、これを有効に解決すべく創案されたものであ
る。本発明の目的は、設計が容易なズームレンズ及びそのようなズームレンズを用いた検
査装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様によれば、電子ビームの進行方向に沿って配置された第１ダブルギャッ
プレンズ及び第２ダブルギャップレンズを備え、そのそれぞれが、前記電子ビームの進路
の周囲に巻回された第１コイルと、前記電子ビームの進路の周囲に巻回された第２コイル
と、前記第１コイル及び前記第２コイルの一部を覆うように配置され、前記第１コイルに
対応する第１ギャップと、前記第２コイルに対応する第２ギャップと、が設けられた磁路
と、を有し、電子ビームによる像を拡大又は縮小するズームレンズが提供される。
　ダブルギャップレンズを用いることで像の回転を防止できるため、回転補正用のレンズ
を設けなくてもよい。その結果、２段のダブルギャップレンズでズームレンズを構成でき
、設計が容易となる。
【０００９】
　前記第１ダブルギャップレンズ及び前記第２ダブルギャップレンズによって、倍率調整
及びフォーカス調整を行うのが望ましい。
　２段のダブルギャップレンズで倍率調整及びフォーカス調整を行うことができる。
【００１０】
　当該ズームレンズの物面から射出した電子ビームの開角と、当該ズームレンズの像面に
結像した電子ビームの開角と、の比に応じて倍率が定まるようにしてもよい。
　また、当該ズームレンズの物面と前記第１ダブルギャップレンズの中心との距離、前記
第１ダブルギャップレンズの中心と前記第２ダブルギャップレンズの中心との距離、及び
、前記第２ダブルギャップレンズの中心と当該ズームレンズの物面との距離に応じて倍率
が定まるようにしてもよい。
　これらの構成により、倍率を適切に設計できる。
【００１１】
　望ましくは、前記第１ダブルギャップレンズは当該ズームレンズの物面側にあり、前記
第２ダブルギャップレンズは当該ズームレンズの像面側にあり、当該ズームレンズは、電
子ビームによる像を拡大し、前記第２ダブルギャップレンズの中心と当該ズームレンズの
物面との距離は、当該ズームレンズの物面と前記第１ダブルギャップレンズの中心との距
離より大きい。
　この構成により、ズームレンズを好適に拡大系とすることができる。
【００１２】
　また、望ましくは、前記第１ダブルギャップレンズは当該ズームレンズの物面側にあり
、前記第２ダブルギャップレンズは当該ズームレンズの像面側にあり、当該ズームレンズ
は、電子ビームによる像を縮小し、前記第２ダブルギャップレンズの中心と当該ズームレ
ンズの物面との距離は、当該ズームレンズの物面と前記第１ダブルギャップレンズの中心
との距離より小さい。
　この構成により、ズームレンズを好適に縮小系とすることができる。
【００１３】
　前記第１ダブルギャップレンズにおける前記第１コイル及び前記第２コイル、並びに、
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前記第１ダブルギャップレンズにおける前記第１コイル及び前記第２コイルに流す電流に
応じてフォーカス位置が定まるようにしてもよい。
　この構成により、フォーカス位置を適切に設計できる。
【００１４】
　前記電子ビームの進行方向に沿った磁場の積分値が略０であるのが望ましい。
　前記電子ビームが前記第１ダブルギャップレンズ及び前記第２ダブルギャップレンズの
それぞれを通過しても、前記電子ビームによる像が回転しないのが望ましい。
　これにより、像の回転角度が０となり、回転補正用のレンズが不要となる。
【００１５】
　望ましくは、前記第１コイルにおけるアンペアターンは、前記第２コイルにおけるアン
ペアターンと等しい。
　一例として、前記第１コイルと第２コイルは分離されており、前記第１コイルの巻回方
向は前記第２コイルの巻回方向と等しく、前記第１コイル及び前記第２コイルには、それ
ぞれ第１電源及び第２電源から逆方向の電流が供給されてもよい。
　別の例として、前記第１コイルの終端が前記第２コイルの始端と接続されており、前記
第１コイルの巻回方向は前記第２コイルの巻回方向と逆方向であり、前記第１コイル及び
前記第２コイルには、共通の電源から電流が供給されてもよい。
　これらの構成により、磁場の積分値が０となり、結果として像の回転角度が０となる。
【００１６】
　本発明の別の態様によれば、試料を載置して連続的に移動するステージ装置と、一次ビ
ームを前記試料に対して照射することで前記試料から発生した二次ビームの像を生成する
二次元センサを含む検出器と、電極を含み、前記ステージ装置の移動に同期して、前記ス
テージ装置の移動によって前記試料が移動している間に、前記試料の同じ部分から発生し
た二次ビームが前記二次元センサの同じ部分に入射するように、前記電極に電界を発生さ
せることで前記二次ビームを偏向する偏向器と、前記二次ビームの進路に設けられた、上
記のズームレンズと、を備える検査装置が提供される。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、像の回転を抑えることができるダブルギャップレンズを用いたズーム
レンズが提供される。そのため、回転補正を行うためのレンズが不要となり、ズームレン
ズの構成が簡略され、設計が容易となる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態に係る検査装置の主要構成要素を示す立面図である。
【図２】図１に示す検査装置の主要構成要素の平面図であって、図１の線Ｂ－Ｂに沿って
見た図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る電子光学装置の構成を示す図である。
【図４】図３に示す電子光学装置におけるビーム経路を説明するための図である。
【図５】（ａ）本発明の一実施形態に係る二次ビームが試料の移動に追従するように二次
ビームを偏向する高速偏向器の動作を説明する図である。　（ｂ）本発明の一実施形態に
係る照射領域と視野領域との関係を示す図である。　（ｃ）本発明の一実施形態に係る照
射領域と視野領域との関係を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る高速偏向器と結像レンズと中間電極との組み合わせユ
ニットの構成を示す図である。
【図７】本発明の一実施形態に係るシミュレーション装置の動作を示すフロー図である。
【図８】ダブルギャップレンズ９１の断面を模式的に示す図である。
【図９】二次ビームの進路９５に沿った方向の磁場Ｂの分布を模式的に示す図である。
【図１０】ダブルギャップレンズ９１の具体的な構成例を示す図である。
【図１１】ダブルギャップレンズ９１の具体的な構成の別の例を示す図である。
【図１２】２つのダブルギャップレンズ９１ａ，９１ｂを用いたズームレンズ７１の断面
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を模式的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態の検査装置について、図面を参照しながら説明する。なお、
以下に説明する実施の形態は、本発明を実施する場合の一例を示すものであって、本発明
を以下に説明する具体的構成に限定するものではない。本発明の実施にあたっては、実施
の形態に応じた具体的構成が適宜採用されてよい。
【００２０】
　図１及び図２において、本実施形態による検査装置１の主要構成要素が立面及び平面で
示されている。
【００２１】
　本実施形態による検査装置１は、複数枚の試料を収納したカセットを保持するカセット
ホルダ１０と、ミニエンバイロメント装置２０と、ワーキングチャンバを画成する主ハウ
ジング３０と、ミニエンバイロメント装置２０と主ハウジング３０との間に配置されてい
て、二つのローディングチャンバを画成するローダハウジング４０と、試料をカセットホ
ルダ１０から主ハウジング３０内に配置されたステージ装置５０上に装填するローダー６
０と、主ハウジング３０に取り付けられた電子光学装置７０と、光学顕微鏡３０００と、
走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）３００２と、を備え、それらは図１及び図２に示されるよう
な位置関係で配置されている。検査装置１は、更に、真空の主ハウジング３０内に配置さ
れたプレチャージユニット８１と、試料に電位を印加する電位印加機構と、電子ビームキ
ャリブレーション機構と、ステージ装置５０上での試料の位置決めを行うためのアライメ
ント制御装置８７を構成する光学顕微鏡８７１と、を備えている。
【００２２】
　ここで試料とは、露光用マスク、ＥＵＶマスク、ナノインプリント用マスク（及びテン
プレート）、半導体ウエハ、光学素子用基板、光回路用基板等である。これらは、パター
ンを有するものとパターンがないものとがある。パターンが有るものは、凹凸のあるもの
とないものとが有る。凹凸のないパターンは、異なった材料によるパターン形成がなされ
ている。パターンがないものには、酸化膜がコーティングされているものと、酸化膜がコ
ーティングされていないものとが有る。
【００２３】
＜カセットホルダ＞
　カセットホルダ１０は、複数枚（例えば２５枚）の試料が上下方向に平行に並べられた
状態で収納されたカセットｃ（例えば、アシスト社製のＳＭＩＦ、ＦＯＵＰのようなクロ
ーズドカセット）を複数個（この実施形態では２個）保持するようになっている。このカ
セットホルダとしては、カセットをロボット等により搬送してきて自動的にカセットホル
ダ１０に装填する場合にはそれに適した構造のものを、また人手により装填する場合には
それに適したオープンカセット構造のものをそれぞれ任意に選択して設置できるようにな
っている。カセットホルダ１０は、この実施形態では、自動的にカセットｃが装填される
形式であり、例えば昇降テーブル１１と、その昇降テーブル１１を上下移動させる昇降機
構１２とを備え、カセットｃは昇降テーブル上に図２で鎖線図示の状態で自動的にセット
可能になっていて、セット後、図２で実線図示の状態に自動的に回転されてミニエンバイ
ロメント装置２０内の第１の搬送ユニット６１の回動軸線に向けられる。また、昇降テー
ブル１１は図１で鎖線図示の状態に降下される。このように、自動的に装填する場合に使
用するカセットホルダ、或いは人手により装填する場合に使用するカセットホルダはいず
れも公知の構造のものを適宜使用すればよいので、その構造及び機能の詳細な説明は省略
する。
【００２４】
　なお、カセットｃ内に収納される試料は、検査を受ける試料であり、そのような検査は
、半導体製造工程中で試料を処理するプロセスの後、若しくはプロセスの途中で行われる
。具体的には、成膜工程、ＣＭＰ、イオン注入等を受けた試料、表面にパターンが形成さ



(7) JP 2017-126476 A 2017.7.20

10

20

30

40

50

れた試料、又はパターンが未だに形成されていない試料が、カセット内に収納される。カ
セットｃ内に収容される試料は多数枚上下方向に隔ててかつ平行に並べて配置されている
ため、任意の位置の試料を第１の搬送ユニット６１で保持できるように、第１の搬送ユニ
ット６１のアーム６１２を上下移動できるようになっている。
【００２５】
＜ミニエンバイロメント装置＞
　図１及び図２において、ミニエンバイロメント装置２０は、雰囲気制御されるようにな
っているミニエンバイロメント空間２１を画成するハウジング２２と、ミニエンバイロメ
ント空間２１内で清浄空気のような気体を循環して雰囲気制御するための気体循環装置２
３と、ミニエンバイロメント空間２１内に供給された空気の一部を回収して排出する排出
装置２４と、ミニエンバイロメント空間２１内に配設されていて検査対象としての試料を
粗位置決めするプリアライナ２５とを備えている。
【００２６】
　ハウジング２２は、頂壁２２１、底壁２２２及び四周を囲む周壁２２３を有し、ミニエ
ンバイロメント空間２１を外部から遮断する構造になっている。ミニエンバイロメント空
間を雰囲気制御するために、気体循環装置２３は、ミニエンバイロメント空間２１内にお
いて、頂壁２２１に取り付けられていて、気体（この実施形態では空気）を清浄にして一
つ又はそれ以上の気体吹き出し口（図示せず）を通して清浄空気を真下に向かって層流状
に流す気体供給ユニット２３１と、ミニエンバイロメント空間２１内において底壁２２２
の上に配置されていて、底に向かって流れ下った空気を回収する回収ダクト２３２と、回
収ダクト２３２と気体供給ユニット２３１とを接続して回収された空気を気体供給ユニッ
ト２３１に戻す導管２３３とを備えている。この実施形態では、気体供給ユニット２３１
は供給する空気の約２０％をハウジング２２の外部から取り入れて清浄にするようになっ
ているが、この外部から取り入れられる気体の割合は任意に選択可能である。気体供給ユ
ニット２３１は、清浄空気をつくりだすための公知の構造のＨＥＰＡ若しくはＵＬＰＡフ
ィルタを備えている。清浄空気の層流状の下方向の流れすなわちダウンフローは、主に、
ミニエンバイロメント空間２１内に配置された第１の搬送ユニット６１による搬送面を通
して流れるように供給され、搬送ユニットにより発生する虞のある塵埃が試料に付着する
のを防止するようになっている。したがって、ダウンフローの噴出口は必ずしも図示のよ
うに頂壁に近い位置である必要はなく、搬送ユニットによる搬送面より上側にあればよい
。また、ミニエンバイロメント空間全面に亘って流す必要もない。なお、場合によっては
、清浄空気としてイオン風を使用することによって清浄度を確保することができる。また
、ミニエンバイロメント空間内には清浄度を観察するためのセンサを設け、清浄度が悪化
したときに装置をシャットダウンすることもできる。ハウジング２２の周壁２２３のうち
カセットホルダ１０に隣接する部分には出入り口２２５が形成されている。出入り口２２
５近傍には公知の構造のシャッタ装置を設けて出入り口２２５をミニエンバイロメント装
置側から閉じるようにしてもよい。試料近傍でつくる層流のダウンフローは、例えば０．
３ないし０．４ｍ／ｓｅｃの流速でよい。気体供給ユニットはミニエンバイロメント空間
２１内でなくその外側に設けてもよい。
【００２７】
　排出装置２４は、第１の搬送ユニット６１の試料搬送面より下側の位置で第１の搬送ユ
ニット６１の下部に配置された吸入ダクト２４１と、ハウジング２２の外側に配置された
ブロワー（図示せず）と、吸入ダクト２４１とブロワーとを接続する導管（図示せず）と
、を備えている。この排出装置２４は、第１の搬送ユニット６１の周囲を流れ下り、第１
の搬送ユニット６１により発生する可能性のある塵埃を含んだ気体を、吸入ダクト２４１
により吸引し、導管及びブロワーを介してハウジング２２の外側に排出する。この場合、
ハウジング２２の近くに引かれた排気管（図示せず）内に排出してもよい。
【００２８】
　ミニエンバイロメント空間２１内に配置されたプリアライナ２５は、試料に形成された
オリエンテーションフラット（円形の試料の外周に形成された平坦部分を言い、以下にお
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いてオリフラと呼ぶ）や、試料の外周縁に形成された一つ又はそれ以上のＶ型の切欠きす
なわちノッチを光学的に或いは機械的に検出して試料の軸線Ｏ－Ｏの周りの回転方向の位
置を約±１度の精度で予め位置決めしておくようになっている。プリアライナ２５は検査
対象の座標を決める機構の一部を構成し、検査対象の粗位置決めを担当する。このプリア
ライナ２５自体は公知の構造のものでよいので、その構造、動作の説明は省略する。
【００２９】
　なお、図示しないが、プリアライナ２５の下部にも排出装置用の回収ダクトを設けて、
プリアライナ２５から排出された塵埃を含んだ空気を外部に排出するようにしてもよい。
【００３０】
＜主ハウジング＞
　図１及び図２において、ワーキングチャンバ３１を画成する主ハウジング３０は、ハウ
ジング本体３２を備え、そのハウジング本体３２は、台フレーム３６上に配置された振動
遮断装置すなわち防振装置３７の上に載せられたハウジング支持装置３３によって支持さ
れている。ハウジング支持装置３３は矩形に組まれたフレーム構造体３３１を備えている
。ハウジング本体３２はフレーム構造体３３１上に配設固定されていて、フレーム構造体
上に載せられた底壁３２１と、頂壁３２２と、底壁３２１及び頂壁３２２に接続されて四
周を囲む周壁３２３とを備えていてワーキングチャンバ３１を外部から隔離している。底
壁３２１は、この実施形態では、上に載置されるステージ装置５０等の機器による加重で
歪みの発生しないように比較的肉厚の厚い鋼板で構成されているが、その他の構造にして
もよい。この実施形態において、ハウジング本体３２及びハウジング支持装置３３は、剛
構造に組み立てられていて、台フレーム３６が設置されている床からの振動がこの剛構造
に伝達されるのを防振装置３７で阻止するようになっている。ハウジング本体３２の周壁
３２３のうち後述するローダハウジングに隣接する周壁には試料出し入れ用の出入り口３
２５が形成されている。
【００３１】
　なお、防振装置３７は、空気バネ、磁気軸受け等を有するアクティブ式のものでも、或
いはこれらを有するパッシブ式のもよい。いずれも公知の構造のものでよいので、それ自
体の構造及び機能の説明は省略する。ワーキングチャンバ３１は公知の構造の真空装置（
図示せず）により真空雰囲気に保たれるようになっている。台フレーム３６の下には装置
全体の動作を制御する制御装置２が配置されている。
【００３２】
＜ローダハウジング＞
　図１及び図２において、ローダハウジング４０は、第１のローディングチャンバ４１と
第２のローディングチャンバ４２とを画成するハウジング本体４３を備えている。ハウジ
ング本体４３は底壁４３１と、頂壁４３２と、四周を囲む周壁４３３と、第１のローディ
ングチャンバ４１と第２のローディングチャンバ４２とを仕切る仕切壁４３４とを有して
いて、両ローディングチャンバを外部から隔離できるようになっている。仕切壁４３４に
は両ローディングチャンバ間で試料のやり取りを行うための開口すなわち出入り口４３５
が形成されている。また、周壁４３３のミニエンバイロメント装置及び主ハウジングに隣
接した部分には出入り口４３６及び４３７が形成されている。このローダハウジング４０
のハウジング本体４３は、ハウジング支持装置３３のフレーム構造体３３１上に載置され
てそれによって支持されている。したがって、このローダハウジング４０にも床の振動が
伝達されないようになっている。ローダハウジング４０の出入り口４３６とミニエンバイ
ロメント装置２０のハウジング２２の出入り口２２６とは整合されていて、そこにはミニ
エンバイロメント空間２１と第１のローディングチャンバ４１との連通を選択的に阻止す
るシャッタ装置２７が設けられている。シャッタ装置２７は、出入り口２２６及び４３６
の周囲を囲んで周壁４３３と密に接触して固定されたシール材２７１、シール材２７１と
協働して出入り口を介しての空気の流通を阻止する扉２７２と、その扉を動かす駆動装置
２７３とを有している。また、ローダハウジング４０の出入り口４３７とハウジング本体
３２の出入り口３２５とは整合されていて、そこには第２のローディングチャンバ４２と
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ワーキングチャンバ３１との連通を選択的に密封阻止するシャッタ装置４５が設けられて
いる。シャッタ装置４５は、出入り口４３７及び３２５の周囲を囲んで周壁４３３及び３
２３と密に接触してそれらに固定されたシール材４５１、シール材４５１と協働して出入
り口を介しての空気の流通を阻止する扉４５２と、その扉を動かす駆動装置４５３とを有
している。更に、仕切壁４３４に形成された開口には、扉４６１によりそれを閉じて第１
及び第２のローディングチャンバ間の連通を選択的に密封阻止するシャッタ装置４６が設
けられている。これらのシャッタ装置２７、４５及び４６は、閉じ状態にあるとき各チャ
ンバを気密シールできるようになっている。これらのシャッタ装置は公知のものでよいの
で、その構造及び動作の詳細な説明は省略する。なお、ミニエンバイロメント装置２０の
ハウジング２２の支持方法とローダハウジングの支持方法が異なり、ミニエンバイロメン
ト装置２０を介して床からの振動がローダハウジング４０、主ハウジング３０に伝達され
るのを防止するために、ハウジング２２とローダハウジング４０との間には出入り口の周
囲を気密に囲むように防振用のクッション材を配置しておけばよい。
【００３３】
　第１のローディングチャンバ４１内には、複数（本実施形態では２枚）の試料を上下に
隔てて水平の状態で支持するサンプルラック４７が配設されている。サンプルラック４７
は、矩形の基板４７１の四隅に互いに隔てて直立状態で固定された支柱を備え、各支柱４
７２にはそれぞれ２段の支持部が形成され、その支持部の上に試料Ｗの周縁を載せて保持
するようになっている。そして後述する第１及び第２の搬送ユニットのアームの先端を隣
接する支柱間から試料に接近させてアームにより試料を把持するようになっている。
【００３４】
　ローディングチャンバ４１及び４２は、図示しない真空ポンプを含む公知の構造の真空
排気装置（図示せず）によって高真空状態（真空度としては１０-5～１０-6Ｐａ）に雰囲
気制御され得るようになっている。この場合、第１のローディングチャンバ４１を低真空
チャンバとして低真空雰囲気に保ち、第２のローディングチャンバ４２を高真空チャンバ
として高真空雰囲気に保ち、試料の汚染防止を効果的に行うこともできる。このような構
造を採用することによってローディングチャンバ４１及び４２内に収容されていて次に欠
陥検査される試料をワーキングチャンバ３１内に遅滞なく搬送することができる。このよ
うなローディングチャンバ４１及び４２を採用することによって、欠陥検査のスループッ
トを向上させ、更に保管状態が高真空状態であることを要求されるレーザ光源周辺の真空
度を可能な限り高真空度状態にすることができる。
【００３５】
　第１及び第２のローディングチャンバ４１及び４２には、それぞれ真空排気配管と不活
性ガス（例えば乾燥純窒素）用のベント配管（それぞれ図示せず）が接続されている。こ
れによって、各ローディングチャンバ内の大気圧状態は不活性ガスベント（不活性ガスを
注入して不活性ガス以外の酸素ガス等が表面に付着するのを防止する）によって達成され
る。このような不活性ガスベントを行う装置自体は公知の構造のものでよいので、その詳
細な説明は省略する。
【００３６】
＜ステージ装置＞
　ステージ装置５０は、主ハウジング３０の底壁３２１上に配置された固定テーブル５１
と、固定テーブル上でＹ方向（図１において紙面に垂直の方向）に移動するＹテーブル５
２と、Ｙテーブル上でＸ方向（図１において左右方向）に移動するＸテーブル５３と、Ｘ
テーブル上で回転可能な回転テーブル５４と、回転テーブル５４上に配置されたホルダ５
５とを備えている。そのホルダ５５の試料載置面５５１上に試料を解放可能に保持する。
ホルダは、試料を機械的に或いは静電チャック方式で解放可能に把持できる公知の構造の
ものでよい。ステージ装置５０は、サーボモータ、エンコーダ及び各種のセンサ（図示せ
ず）を用いて、上記のような複数のテーブルを動作させることにより、載置面５５１上で
ホルダに保持された試料を電子光学装置７０から照射される電子ビームに対してＸ方向、
Ｙ方向及びＺ方向（図１において上下方向）に、更に試料の支持面に鉛直な軸線の回り方
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向（θ方向）に高い精度で位置決めできるようになっている。なお、Ｚ方向の位置決めは
、例えばホルダ上の載置面の位置をＺ方向に微調整可能にしておけばよい。この場合、載
置面の基準位置を微細径レーザによる位置測定装置（干渉計の原理を使用したレーザ干渉
測距装置）によって検知し、その位置を図示しないフィードバック回路によって制御した
り、それと共に或いはそれに代えて試料のノッチ或いはオリフラの位置を測定して試料の
電子ビームに対する平面位置、回転位置を検知し、回転テーブルを微小角度制御可能なス
テッピングモータなどにより回転させて制御したりする。ワーキングチャンバ内での塵埃
の発生を極力防止するために、ステージ装置５０用のサーボモータ５２１、５３１及びエ
ンコーダ５２２、５３２は、主ハウジング３０の外側に配置されている。なお、ステージ
装置５０は、例えばステッパー等で使用されている公知の構造のものでよいので、その構
造及び動作の詳細な説明は省略する。また、上記レーザ干渉測距装置も公知の構造のもの
でよいので、その構造、動作の詳細な説明は省略する。
【００３７】
　電子ビームに対する試料の回転位置やＸ、Ｙ位置を後述する信号検出系或いは画像処理
系に予め入力することで、検査の際に得られる試料の回転位置やＸ、Ｙ位置を示す信号の
基準化を図ることもできる。更に、このホルダに設けられた試料チャック機構は、試料を
チャックするための電圧を静電チャックの電極に与えられるようになっていて、試料の外
周部の３点（好ましくは周方向に等隔に隔てられた）を押さえて位置決めするようになっ
ている。試料チャック機構は、二つの固定位置決めピンと、一つの押圧式クランプピンと
を備えている。クランプピンは、自動チャック及び自動リリースを実現できるようになっ
ており、かつ電圧印加の導通箇所を構成している。
【００３８】
　なお、この実施形態では図２で左右方向に移動するテーブルをＸテーブルとし、上下方
向に移動するテーブルをＹテーブルとしたが、同図で左右方向に移動するテーブルをＹテ
ーブルとし、上下方向に移動するテーブルをＸテーブルとしてもよい。
【００３９】
＜ローダー＞
　ローダー６０は、ミニエンバイロメント装置２０のハウジング２２内に配置されたロボ
ット式の第１の搬送ユニット６１と、第２のローディングチャンバ４２内に配置されたロ
ボット式の第２の搬送ユニット６３とを備えている。
【００４０】
　第１の搬送ユニット６１は、駆動部６１１に関して軸線Ｏ1－Ｏ1の回りで回転可能にな
っている多節のアーム６１２を有している。多節のアームとしては任意の構造のものを使
用できるが、この実施形態では、互いに回動可能に取り付けられた三つの部分を有してい
る。第１の搬送ユニット６１のアーム６１２の一つの部分すなわち最も駆動部６１１側の
第１の部分は、駆動部６１１内に設けられた公知の構造の駆動機構（図示せず）により回
転可能な軸６１３に取り付けられている。アーム６１２は、軸６１３により軸線Ｏ1－Ｏ1

の回りで回動できると共に、部分間の相対回転により全体として軸線Ｏ1－Ｏ1に関して半
径方向に伸縮可能になっている。アーム６１２の軸６１３から最も離れた第３の部分の先
端には、公知の構造の機械式チャック又は静電チャック等の試料を把持する把持装置６１
６が設けられている。駆動部６１１は、公知の構造の昇降機構６１５により上下方向に移
動可能になっている。
【００４１】
　この第１の搬送ユニット６１は、アーム６１２がカセットホルダ１０に保持された二つ
のカセットｃの内いずれか一方の方向Ｍ１又はＭ２に向かってアームが伸び、カセットｃ
内に収容された試料をアームの上に載せ、或いはアームの先端に取り付けたチャック（図
示せず）により把持して取り出す。その後アームが縮み（図２に示すような状態）、アー
ムがプリアライナ２５の方向Ｍ３に向かって伸長できる位置まで回転してその位置で停止
する。するとアーム６１２が再び伸びてアーム６１２に保持された試料をプリアライナ２
５に載せる。プリアライナ２５から前記と逆にして試料を受け取った後は、アーム６１２
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は更に回転し第２のローディングチャンバ４１に向かって伸長できる位置（向きＭ４）で
停止し、第２のローディングチャンバ４１内のサンプルラック４７に試料を受け渡す。な
お、機械的に試料を把持する場合には試料の周縁部（周縁から約５ｍｍの範囲）を把持す
る。これは試料には周縁部を除いて全面にデバイス（回路配線）が形成されており、この
部分を把持するとデバイスの破壊、欠陥の発生を生じさせるからである。
【００４２】
　第２の搬送ユニット６３も第１の搬送ユニット６１と構造が基本的に同じであり、試料
の搬送をサンプルラック４７とステージ装置５０の載置面上との間で行う点でのみ相違す
るだけであるから、詳細な説明は省略する。
【００４３】
　上記ローダー６０では、第１及び第２の搬送ユニット６１及び６３は、カセットホルダ
１０に保持されたカセットからワーキングチャンバ３１内に配置されたステージ装置５０
上への及びその逆の試料の搬送をほぼ水平状態に保ったままで行い、搬送ユニットのアー
ムが上下動するのは、単に、試料のカセットからの取り出し及びそれへの挿入、試料のサ
ンプルラックへの載置及びそこからの取り出し、及び、試料のステージ装置５０への載置
及びそこからの取り出しのときだけである。したがって、大型の試料、例えば直径３０ｃ
ｍや４５ｃｍの試料の移動もスムースに行うことができる。
【００４４】
＜試料の搬送＞
　次にカセットホルダ１０に支持されたカセットｃからワーキングチャンバ３１内に配置
されたステージ装置５０までへの試料の搬送について、順を追って説明する。
【００４５】
　カセットホルダ１０は、上述したように人手によりカセットをセットする場合にはそれ
に適した構造のものが、また自動的にカセットをセットする場合にはそれに適した構造の
ものが使用される。この実施形態において、カセットｃがカセットホルダ１０の昇降テー
ブル１１の上にセットされると、昇降テーブル１１は昇降機構１２によって降下されカセ
ットｃが出入り口２２５に整合される。
【００４６】
　カセットが出入り口２２５に整合されると、カセットｃに設けられたカバー（図示せず
）が開き、また、カセットｃとミニエンバイロメントの出入り口２２５との間には筒状の
覆いが配置されてカセットｃ内及びミニエンバイロメント空間２１内を外部から遮断する
。これらの構造は公知のものであるから、その構造及び動作の詳細な説明は省略する。な
お、ミニエンバイロメント装置２０側に出入り口２２５を開閉するシャッタ装置が設けら
れている場合にはそのシャッタ装置が動作して出入り口２２５を開く。
【００４７】
　一方、第１の搬送ユニット６１のアーム６１２は方向Ｍ１又はＭ２のいずれかに向いた
状態（この説明ではＭ２の方向）で停止しており、出入り口２２５が開くとアームが伸び
て先端でカセット内に収容されている試料のうち１枚を受け取る。なお、アーム６１２と
、カセットｃから取り出されるべき試料との上下方向の位置調整は、この実施形態では第
１の搬送ユニット６１の駆動部６１１及びアーム６１２の上下移動で行うが、カセットホ
ルダ１０の昇降テーブル１１の上下動で行ってもよいし、或いはその両者を行ってもよい
。
【００４８】
　アーム６１２による試料の受け取りが完了すると、アーム６１２は縮み、シャッタ装置
を動作して出入り口を閉じ（シャッタ装置がある場合）、次にアーム６１２は軸線Ｏ1－
Ｏ1の回りで回動して方向Ｍ３に向けて伸長できる状態になる。すると、アーム６１２は
伸びて、先端に載せられ或いはチャックで把持された試料をプリアライナ２５の上に載せ
、プリアライナ２５によって試料の回転方向の向き（試料表面に垂直な中心軸線の回りの
向き）を所定の範囲内に位置決めする。位置決めが完了すると第１の搬送ユニット６１は
アーム６１２の先端にプリアライナ２５から試料を受け取った後、アーム６１２を縮ませ
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、方向Ｍ４に向けてアーム６１２を伸長できる姿勢になる。するとシャッタ装置２７の扉
２７２が動いて出入り口２２６及び４３６を開き、アーム６１２が伸びて試料を第１のロ
ーディングチャンバ４１内のサンプルラック４７の上段側又は下段側に載せる。なお、前
記のようにシャッタ装置２７が開いてサンプルラック４７に試料が受け渡される前に、仕
切壁４３４に形成された開口４３５はシャッタ装置４６の扉４６１により気密状態で閉じ
られている。
【００４９】
　第１の搬送ユニット６１による試料の搬送過程において、ミニエンバイロメント装置２
０のハウジング２２の上に設けられた気体供給ユニット２３１からは清浄空気が層流状に
流れ（ダウンフローとして）、搬送途中で塵埃が試料の上面に付着するのを防止する。搬
送ユニット６１周辺の空気の一部（この実施形態では供給ユニットから供給される空気の
約２０％で主に汚れた空気）は排出装置２４の吸入ダクト２４１から吸引されてハウジン
グ外に排出される。残りの空気はハウジング２２の底部に設けられた回収ダクト２３２を
介して回収され再び気体供給ユニット２３１に戻される。
【００５０】
　ローダハウジング４０の第１のローディングチャンバ４１内のサンプルラック４７内に
第１の搬送ユニット６１により試料が載せられると、シャッタ装置２７が閉じて、ローデ
ィングチャンバ４１内を密閉する。すると、第１のローディングチャンバ４１内には不活
性ガスが充填されて空気が追い出された後、その不活性ガスも排出されてそのローディン
グチャンバ４１内は真空雰囲気にされる。この第１のローディングチャンバ４１の真空雰
囲気は低真空度でよい。ローディングチャンバ４１内の真空度がある程度得られると、シ
ャッタ装置４６が動作して扉４６１で密閉していた出入り口４３５を開き、第２の搬送ユ
ニット６３のアーム６３２が伸びて先端の把持装置でサンプルラック４７から１枚の試料
を受け取る（先端の上に載せて或いは先端に取り付けられたチャックで把持して）。試料
の受け取りが完了するとアーム６３２が縮み、シャッタ装置４６が再び動作して扉４６１
で出入り口４３５を閉じる。なお、シャッタ装置４６が開く前にアーム６３２は予めサン
プルラック４７の方向Ｎ１に向けて伸長できる姿勢になる。また、前記のようにシャッタ
装置４６が開く前にシャッタ装置４５の扉４５２で出入り口４３７、３２５を閉じていて
、第２のローディングチャンバ４２内とワーキングチャンバ３１内との連通を気密状態で
阻止しており、第２のローディングチャンバ４２内は真空排気される。
【００５１】
　シャッタ装置４６が出入り口４３５を閉じると、第２のローディングチャンバ４２内は
再度真空排気され、第１のローディングチャンバ４１内よりも高真空度で真空にされる。
その間に、第２の搬送ユニット６３のアーム６３２はワーキングチャンバ３１内のステー
ジ装置５０の方向に向いて伸長できる位置に回転される。一方ワーキングチャンバ３１内
のステージ装置５０では、Ｙテーブル５２が、Ｘテーブル５３の中心線Ｘ0－Ｘ0が第２の
搬送ユニット６３の回動軸線Ｏ2－Ｏ2を通るＸ軸線Ｘ1－Ｘ1とほぼ一致する位置まで、図
２で上方に移動し、また、Ｘテーブル５３は図２で最も左側の位置に接近する位置まで移
動し、この状態で待機している。第２のローディングチャンバ４２がワーキングチャンバ
３１の真空状態と略同じになると、シャッタ装置４５の扉４５２が動いて出入り口４３７
、３２５を開き、アーム６３２が伸びて試料を保持したアーム６３２の先端がワーキング
チャンバ３１内のステージ装置５０に接近する。そしてステージ装置５０の載置面５５１
上に試料を載置する。試料の載置が完了するとアーム６３２が縮み、シャッタ装置４５が
出入り口４３７、３２５を閉じる。
【００５２】
　以上は、カセットｃ内の試料をステージ装置５０上に搬送するまでの動作について説明
したが、ステージ装置５０に載せられて処理が完了した試料をステージ装置５０からカセ
ットｃ内に戻すには前述と逆の動作を行う。また、サンプルラック４７に複数の試料を載
置しておくため、第２の搬送ユニット６３でサンプルラック４７とステージ装置５０との
間で試料の搬送を行う間に、第１の搬送ユニット６１でカセットｃとサンプルラック４７
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との間で試料の搬送を行うことができ、検査処理を効率良く行うことができる。
【００５３】
　具体的には、サンプルラック４７に、既に処理済の試料Ａと未処理の試料Ｂがある場合
、（１）まず、ステージ装置５０に未処理の試料Ｂを移動し、処理を開始し、（２）この
処理中に、処理済試料Ａを、アーム６３２によりステージ装置５０からサンプルラック４
７に移動し、未処理の試料Ｃを同じくアーム６３２によりサンプルラック４７から抜き出
し、プリアライナ２５で位置決めした後、ローディングチャンバ４１のサンプルラック４
７に移動する。このようにすることで、サンプルラック４７の中は、試料Ｂを処理中に、
処理済の試料Ａが未処理の試料Ｃに置き換えることができる。
【００５４】
　また、検査や評価を行うこのような装置の利用の仕方によっては、ステージ装置５０を
複数台並列に置き、それぞれの装置に一つのサンプルラック４７から試料を移動すること
で、複数枚の試料を同時処理することもできる。
【００５５】
　上記の実施形態によれば、次のような効果を奏することが可能である。
（Ａ）電子線を用いた写像投影方式の検査装置の全体構成が得られ、高いスループットで
検査対象を処理することができる。
（Ｂ）ミニエンバイロメント空間内で検査対象に清浄気体を流して塵埃の付着を防止する
と共に清浄度を観察するセンサを設けることによりその空間内の塵埃を監視しながら検査
対象の検査を行うことができる。
（Ｃ）ローディングチャンバ及びワーキングチャンバを、一体的に振動防止装置を介して
支持したので、外部の環境に影響されずにステージ装置５０への検査対象の供給及び検査
を行うことができる。
【００５６】
＜電子光学装置＞
　図３は、電子光学装置７０の構成を示す図である。図４は、電子光学装置７０における
ビーム経路を説明するための図である。電子光学装置７０の検査対象（試料）は、試料Ｗ
である。試料Ｗは、シリコンウエハ、ガラスマスク、半導体基板、半導体パターン基板、
又は、金属膜を有する基板等である。本実施の形態に係る電子線検査装置は、これらの基
板からなる試料Ｗの表面上の異物の存在を検出する。異物は、絶縁物、導電物、半導体材
料、又はこれらの複合体等である。異物の種類は、パーティクル、洗浄残物（有機物）、
表面での反応生成物等である。
【００５７】
　図３及び図４に示すように、電子光学装置７０は、電子ビームを生成する１次光学系７
２と、試料Ｗからの２次放出電子又はミラー電子の拡大像を結像させる２次光学系７４と
、それらの電子を検出する検出器７６１と、検出器７６１からの信号を処理する画像処理
部７６３と、を備えている。
【００５８】
　１次光学系７２は、電子ビームを生成し、試料Ｗに向けて照射する構成である。１次光
学系７２は、電子銃７２１と、レンズ７２２、７２５と、アパーチャ７２３、７２４と、
Ｅ×Ｂフィルタ７２６と、レンズ７２７、７２９、７３０と、アパーチャ７２８と、を有
している。電子銃７２１は、レーザ光源７２１１と光電面カソード７２１２とを有してお
り、電子銃７２１により電子ビームが生成される。レンズ７２２、７２５及びアパーチャ
７２３、７２４は、電子ビームを整形するとともに、電子ビームの方向を制御する。そし
て、Ｅ×Ｂフィルタ７２６にて、電子ビームは、磁界と電界によるローレンツ力とクーロ
ン力の影響を受ける。電子ビームは、斜め方向からＥ×Ｂフィルタ７２６に入射して、鉛
直下方向に偏向され、試料Ｗの方に向かう。レンズ７２７、７２９、７３０は、電子ビー
ムの方向を制御するとともに、適切な減速を行って、ランディングエネルギーＬＥを調整
する。
【００５９】
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　１次光学系７２は、電子ビームを試料Ｗへ照射する。１次光学系７２は、プレチャージ
の帯電用電子ビームと撮像電子ビームの双方の照射を行う。実験結果では、プレチャージ
のランディングエネルギーＬＥ１と、撮像電子ビームのランディングエネルギーＬＥ２と
の差異は、好適には５～２０〔ｅＶ〕である。
【００６０】
　この点に関し、試料Ｗの表面２１上の異物と周囲との電位差があるときに、プレチャー
ジのランディングエネルギーＬＥ１を負帯電領域で照射したとする。ＬＥ１の値に応じて
、チャージアップ電圧は異なる。ＬＥ１とＬＥ２の相対比が変わるからである（ＬＥ２は
上記のように撮像電子ビームのランディングエネルギーである）。ＬＥ１が大きいとチャ
ージアップ電圧が高くなり、これにより、異物の上方の位置（検出器７６１により近い位
置）で反射ポイントが形成される。この反射ポイントの位置に応じて、ミラー電子の軌道
と透過率が変化する。したがって、反射ポイントに応じて、最適なチャージアップ電圧条
件が決まる。また、ＬＥ１が低すぎると、ミラー電子形成の効率が低下する。このＬＥ１
とＬＥ２との差異は、望ましくは５～２０〔ｅＶ〕である。また、ＬＥ１の値は、好まし
くは０～４０〔ｅＶ〕であり、更に好ましくは５～２０〔ｅＶ〕である。
【００６１】
　Ｅ×Ｂフィルタ７２６の電界と磁界の条件を調整することにより、１次電子ビーム角度
を定めることができる。例えば、１次系の照射電子ビームと、２次系の電子ビームとが、
試料Ｗに対して、ほぼ垂直に入射するように、Ｅ×Ｂフィルタ７２６の条件を設定可能で
ある。更に感度を増大するためには、例えば、試料Ｗに対する１次系の電子ビームの入射
角度を傾けることが効果的である。適当な傾き角は、０．０５～１０度であり、好ましく
は０．１～３度程度である。
【００６２】
　このように、異物に対して所定の角度θの傾きを持って電子ビームを照射させることに
より、異物からの信号を強くすることができる。これにより、ミラー電子の軌道が２次系
光軸中心から外れない条件を形成することができ、したがって、ミラー電子の透過率を高
めることができる。したがって、異物をチャージアップさせて、ミラー電子を導くときに
、傾いた電子ビームが大変有利に用いられる。
【００６３】
　ステージ装置５０上には試料Ｗがあり、試料Ｗの上に異物がある。１次光学系７２は、
ランディングエネルギーＬＥ－５～－１０〔ｅＶ〕で試料Ｗの表面２１に電子ビームを照
射する。異物がチャージアップされ、１次光学系７２の入射電子が異物に接触せずに跳ね
返される。これにより、ミラー電子が２次光学系７４により検出器７６１に導かれる。こ
のとき、２次放出電子は、試料Ｗの表面２１から広がった方向に放出される。そのため、
２次放出電子の透過率は、低い値であり、例えば、０．５～４．０％程度である。これに
対し、ミラー電子の方向は散乱しないので、ミラー電子は、ほぼ１００％の高い透過率を
達成できる。ミラー電子は異物で形成される。したがって、異物の信号だけが、高い輝度
（電子数が多い状態）を生じさせることができる。周囲の２次放出電子との輝度の差異・
割合が大きくなり、高いコントラストを得ることが可能である。
【００６４】
　また、ミラー電子の像は、前述したように、光学倍率よりも大きい倍率で拡大される。
拡大率は５～５０倍に及ぶ。典型的な条件では、拡大率が２０～３０倍であることが多い
。このとき、ピクセルサイズが異物サイズの３倍以上であっても、異物を検出可能である
。したがって、高速・高スループットで実現できる。
【００６５】
　例えば、異物のサイズが直径２０〔ｎｍ〕である場合に、ピクセルサイズが６０〔ｎｍ
〕、１００〔ｎｍ〕、５００〔ｎｍ〕等でよい。この例ように、異物の３倍以上のピクセ
ルサイズを用いて異物の撮像及び検査を行うことが可能となる。このことは、ＳＥＭ方式
等に比べて、高スループット化のために著しく優位な特徴である。
【００６６】
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　２次光学系７４は、試料Ｗから反射した電子を、検出器７６１に導く手段である。２次
光学系７４は、レンズ７４０、７４３と、ＮＡアパーチャ７４２と、アライナ７４４と、
検出器７６１と、を有している。電子は、試料Ｗから反射して、対物レンズ７３０、レン
ズ７２９、アパーチャ７２８、レンズ７２７及びＥ×Ｂフィルタ７２６を再度通過する。
そして、電子は２次光学系７４に導かれる。２次光学系７４においては、レンズ７４０、
ＮＡアパーチャ７４２、レンズ７４３を通過して電子が集められる。電子はアライナ７４
４で整えられて、検出器７６１に検出される。
【００６７】
　ＮＡアパーチャ７４２は、２次系の透過率・収差を規定する役目を持っている。異物か
らの信号(ミラー電子等)と周囲(正常部)の信号の差異が大きくなるようにＮＡアパーチャ
７４２のサイズ及び位置が選択される。あるいは、周囲の信号に対する異物からの信号の
割合が大きくなるように、ＮＡアパーチャ７４２のサイズ及び位置が選択される。これに
より、Ｓ／Ｎを高くすることができる。
【００６８】
　例えば、φ５０～φ３０００〔μｍ〕の範囲で、ＮＡアパーチャ７４２が選択可能であ
るとする。検出される電子には、ミラー電子と２次放出電子が混在しているとする。この
ような状況でミラー電子像のＳ／Ｎを向上するために、アパーチャサイズの選択が有利で
ある。この場合、２次放出電子の透過率を低下させて、ミラー電子の透過率を維持できる
ようにＮＡアパーチャ７４２のサイズを選択することが好適である。
【００６９】
　例えば、１次電子ビームの入射角度が３°であるとき、ミラー電子の反射角度がほぼ３
°である。この場合、ミラー電子の軌道が通過できる程度のＮＡアパーチャ７４２のサイ
ズを選択することが好適である。例えば、適当なサイズはφ２５０〔μｍ〕である。ＮＡ
アパーチャ（径φ２５０〔μｍ〕）に制限されるために、２次放出電子の透過率は低下す
る。したがって、ミラー電子像のＳ／Ｎを向上することが可能となる。例えば、アパーチ
ャ径をφ２０００からφ２５０〔μｍ〕にすると、バックグランド階調（ノイズレベル）
を１／２以下に低減できる。
【００７０】
　異物は、任意の種類の材料で構成されてよく、例えば半導体、絶縁物、金属等でよく、
又はそれらが混在してもよい。異物表面には自然酸化膜等が形成されるので、異物は絶縁
材料で覆われることになる。よって、異物の材料が金属であっても、酸化膜にてチャージ
アップが発生する。このチャージアップが本例に好適に利用される。
【００７１】
　検出器７６１は、２次光学系７４により導かれた電子を検出する手段である。検出器７
６１は、二次元センサ７６１１を含んでいる。二次元センサ７６１１には、二次元方向に
複数の画素が配列されている。
【００７２】
　二次元センサ７６１１には、ＥＢ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｂｏｍｂａｒｄｍｅｎｔ）半導
体センサを適用することができる。例えば、二次元センサ７６１１には、ＥＢ－ＣＭＯＳ
センサが適用されてよい。ＥＢ－ＣＭＯＳセンサは、電子ビーム（二次ビーム）をそれに
直接入射させることができる。したがって、光電変換機構や光伝達機構による分解能の劣
化が無く、高いＭＴＦ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）
及びコントラストを得ることが可能となる。従来は、小さい異物の検出が不安定であった
。これに対して、ＥＢ－ＣＭＯＳを用いると、小さい異物の弱い信号のＳ／Ｎを上げるこ
とが可能である。したがって、より高い感度を得ることができる。Ｓ／Ｎの向上は１．２
～２倍に達する。なお、二次元センサとして、ＥＢ－ＣＣＤセンサが用いられてもよく、
ＥＢ－ＴＤＩセンサが用いられてもよい。
【００７３】
　また、二次元センサ７６１１には、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉ
ｃｅ）又はＴＤＩ（Ｔｉｍｅ　Ｄｅｌａｙ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ）－ＣＣＤが適用さ
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れてよい。これらは、電子を光に変換してから信号検出を行うセンサである。そのため、
光電変換等の手段が必要である。よって、光電変換やシンチレータを用いて、電子が光に
変換される。光の像情報は、光を検知するＴＤＩに伝達される。こうして電子が検出され
る。
【００７４】
　なお、二次元センサ７６１１の画素数は、２ｋ×２ｋ～１０ｋ×１０ｋとすることがで
きる。また、二次元センサ７６１１のデータレートは、１０ＧＰＰＳ以下とすることがで
きる。さらに、二次元センサ７６１１の画素サイズは１～１５μｍとすることができる。
【００７５】
　画像処理部７６３は、検出器７６１で得られた二次ビーム像に対して、ノイズリダクシ
ョン処理、積算処理、サブピクセルアライメント等の画像処理を行う。この画像処理部７
６３の処理速度は、１０ＧＰＰＳ以下とすることができる。
【００７６】
　電子光学装置７０について、さらに説明する。試料Ｗは、ｘ、ｙ、ｚ、θ方向に移動可
能なステージ装置５０に設置される。ステージ装置５０と光学顕微鏡８７１により、高精
度のアライメントが行われる。そして、写像投影光学系が電子ビームを用いて試料Ｗの異
物検査及びパターン欠陥検査を行う。ここで、試料Ｗの表面２１の電位が重要である。表
面電位を測定するために、真空中で測定可能な表面電位測定装置がメインチャンバ１６０
に取り付けられている。この表面電位測定器が、試料Ｗ上の２次元の表面電位分布を測定
する。測定結果に基づき、電子像を形成する２次光学系７４においてフォーカス制御が行
われる。試料Ｗの２次元的位置のフォーカスマップが、電位分布を元に製作される。この
マップを用いて、検査中のフォーカスを変更制御しながら、検査が行われる。これにより
、場所による表面円電位の変化に起因する像のボケや歪みを減少でき、精度のよい安定し
た画像取得及び検査を行うことが可能となる。
【００７７】
　図４に示す例では、２次光学系７４は、ＮＡアパーチャ７４２に入射する電子の検出電
流を測定可能に構成され、更に、ＮＡアパーチャ７４２の位置にＥＢ－ＣＣＤ７４５が設
置できるように構成されている。このような構成は大変有利であり、効率的である。ＮＡ
アパーチャ７４２とＥＢ－ＣＣＤ７４５とは、開口７４７、７４８を有する一体の保持部
材７４６に設置されている。そして、ＮＡアパーチャ７４２の電流吸収とＥＢ－ＣＣＤ７
４５の画像取得を夫々、独立に行える機構を、２次光学系７４が備えている。この機構を
実現するために、ＮＡアパーチャ７４２、ＥＢ－ＣＣＤ７４５は、真空中で動作するＸ、
Ｙステージ７４６に設置されている。したがって、ＮＡアパーチャ７４２及びＥＢ－ＣＣ
Ｄ７４５についての位置制御及び位置決めが可能である。そして、ステージ７４６には開
口７４７、７４８が設けられているので、ミラー電子及び２次放出電子がＮＡアパーチャ
７４２又はＥＢ－ＣＣＤ７４５を通過可能である。
【００７８】
　このような構成の２次光学系７４の動作を説明する。まず、ＥＢ－ＣＣＤ７４５が、二
次電子ビームのスポット形状とその中心位置を検出する。そして、そのスポット形状が円
形であって最小になるように、スティグメーター、レンズ７４０、７４３及びアライナ７
４４の電圧調整が行われる。この点に関し、従来は、ＮＡアパーチャ７４２の位置でのス
ポット形状及び非点収差の調整を直接行うことはできなかった。このような直接的な調整
が本実施の形態では可能となり、非点収差の高精度な補正が可能となる。
【００７９】
　また、ビームスポットの中心位置が容易に検出可能となる。そこで、ビームスポット位
置に、ＮＡアパーチャ７４２の孔中心を配置するように、ＮＡアパーチャ７４２の位置調
整が可能となる。この点に関し、従来は、ＮＡアパーチャ７４２の位置の調整を直接行う
ことができなかった。本実施の形態では、直接的にＮＡアパーチャ７４２の位置調整を行
うことが可能となる。これにより、ＮＡアパーチャ７４２の高精度な位置決めが可能とな
り、電子像の収差が低減し、均一性が向上する。そして、透過率均一性が向上し、分解能
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が高く階調が均一な電子像を取得することが可能となる。
【００８０】
　また、異物の検査では、異物からのミラー信号を効率よく取得することが重要である。
ＮＡアパーチャ７４２の位置は、信号の透過率と収差を規定するので、大変に重要である
。２次放出電子は、試料Ｗの表面２１から広い角度範囲で、コサイン則に従い放出され、
ＮＡ位置では均一に広い領域（例えば、φ３〔ｍｍ〕）に到達する。したがって、２次放
出電子は、ＮＡアパーチャ７４２の位置に鈍感である。これに対し、ミラー電子の場合、
試料Ｗの表面２１での反射角度が、１次電子ビームの入射角度と同程度となる。そのため
、ミラー電子は、小さな広がりを示し、小さなビーム径でＮＡアパーチャ７４２に到達す
る。例えば、ミラー電子の広がり領域は、２次放出電子の広がり領域の１／２０以下とな
る。したがって、ミラー電子は、ＮＡアパーチャ７４２の位置に大変敏感である。ＮＡ位
置でのミラー電子の広がり領域は、通常、φ１０～１００〔μｍ〕の領域となる。よって
、ミラー電子強度の最も高い位置を求めて、その求められた位置にＮＡアパーチャ７４２
の中心位置を配置することが、大変有利である。
【００８１】
　このような適切な位置へのＮＡアパーチャ７４２の設置を実現するために、好ましい実
施の形態では、ＮＡアパーチャ７４２が、電子コラムの真空中で、１〔μｍ〕程度の精度
で、ｘ、ｙ方向に移動される。ＮＡアパーチャ７４２を移動させながら、信号強度が計測
される。そして、信号強度が最も高い位置が求められ、その求められた座標位置にＮＡア
パーチャ７４２の中心が設置される。
【００８２】
　信号強度の計測には、ＥＢ－ＣＣＤ７４５が大変有利に用いられる。これにより、ビー
ムの２次元的な情報を知ることができ、検出器７６１に入射する電子数を求めることがで
きるので、定量的な信号強度の評価が可能となるからである。
【００８３】
　あるいは、ＮＡアパーチャ７４２の位置と検出器７６１の検出面の位置とが共役の関係
を実現するように、アパーチャ配置が定められてよく、また、ＮＡアパーチャ７４２と検
出器７６１の間にあるレンズ７４３の条件が設定されてよい。この構成も大変有利である
。これにより、ＮＡアパーチャ７４２の位置のビームの像を、検出器７６１の検出面に結
像される。したがって、ＮＡアパーチャ７４２の位置におけるビームプロファイルを、検
出器７６１を用いて観察することができる。
【００８４】
　また、ＮＡアパーチャ７４２のＮＡサイズ（アパーチャ径）も重要である。上述のよう
にミラー電子の信号領域が小さいので、効果的なＮＡサイズは、１０～２００〔μｍ〕程
度である。更に、ＮＡサイズは、好ましくは、ビーム径に対して＋１０～１００〔％〕大
きいサイズである。
【００８５】
　この点に関し、電子の像は、ミラー電子と２次放出電子により形成される。上記のアパ
ーチャサイズの設定により、ミラー電子の割合をより高めることが可能となる。これによ
り、ミラー電子のコントラストを高めることができ、つまり、異物のコントラストを高め
ることができる。
【００８６】
　更に詳細に説明すると、アパーチャの孔を小さくすると、アパーチャ面積に反比例して
２次放出電子が減少する。そのため、正常部の階調が小さくなる。しかし、ミラー信号は
変化せず、異物の階調は変化しない。よって、周囲の階調が低減した分だけ、異物のコン
トラストを大きくでき、より高いＳ／Ｎが得られる。
【００８７】
　また、ｘ、ｙ方向だけでなく、ｚ軸方向にアパーチャの位置調整を行えるように、アパ
ーチャ等が構成されてよい。この構成も有利である。アパーチャは、ミラー電子が最も絞
られる位置に好適に設置される。これによりミラー電子の収差の低減、及び、２次放出電
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子の削減を、大変効果的に行うことができる。したがって、より高いＳ／Ｎを得ることが
可能となる。
【００８８】
＜電子像追従方式＞
　電子光学装置７０について、さらに説明する。図３に示すように、１次光学系７２は、
一次ビームの経路に沿って、その経路を囲うように設けられた第１の高圧基準管７０１を
備えている。なお、１次光学系７２において、エミッション電流は１０μＡ～１０ｍＡと
することができ、透過率は２０～５０％とすることができ、スポットサイズはφ１～φ１
００μｍとすることができ、照射領域のサイズ（照野サイズ）はφ１０～φ１０００μｍ
とすることができ、光学系倍率は１／１～１／１０とすることができる。
【００８９】
　２次光学系７４における二次ビームの経路の途中には、高速偏向器７４９が設けられて
いる。具体的には、高速偏向器７４９は、ＮＡアパーチャ７４２よりも検出器７６１側に
設けられている。この高速偏向器７４９は、多極子（本実施の形態では、１２極）から構
成され、８極子場及び６極子場を生成し、二次ビームを任意の方向に偏向する。この偏向
方向（偏向量）は、偏向制御装置９０として機能する制御装置２によって制御される。高
速偏向器７４９の構成についてはさらに後述する。なお、高速偏向器７４９に用いる多極
子は、８極、４極等の多極子であってもよい。また、多極子は、６極子場のみを生成する
ものであっても、８極子場のみを生成するものであってもよい。
【００９０】
　なお、２次光学系７４において、倍率は１０～１００００倍とすることができ、二次元
センサ７６１１の１画素で捉える試料のサイズを３～１００ｎｍ（３～１００ｎｍＰｘ）
とすることができ、ＮＡアパーチャ７４２の透過率を１０～５０％とすることができ、欠
陥感度を１～５０ｎｍとすることができる。
【００９１】
　制御装置２は、上述のように高速偏向器７４９の偏向方向を制御する偏向制御装置とし
て機能するとともに、電子光学装置７０のその他の動作を制御する電子光学制御装置、ス
テージ装置５０を制御するステージ制御装置、試料Ｗを搬送するための構成を制御する搬
送制御装置、二次元センサ７６１１の撮像を制御する撮像制御装置等としても機能する。
特に、本実施の形態では、検査中にステージ装置５０によって試料Ｗが一定速度で移動す
るが、制御装置２は、ステージ装置５０を制御して、この試料Ｗの移動制御を行う。なお
、図３では、図１及び図２における固定テーブル５１、Ｙテーブル５２、Ｘテーブル５３
及び回転テーブル５４の組に符号５６を付して示している。
【００９２】
　図５（ａ）は、二次ビームが試料Ｗの移動に追従するように二次ビームを偏向する高速
偏向器７４９の動作を説明する図である。図５（ａ）に示すように、試料Ｗが右方向に連
続的に移動している場合において、高速偏向器７４９は、試料Ｗ上の位置Ａ１からの二次
ビームが二次元センサ７６１１に二次ビーム像を結像するように二次ビームを偏向し、こ
の試料Ｗが右方向に移動していく間、その移動に伴って、位置Ａ１にあった試料Ｗの部分
の二次ビーム像が常に二次元センサ７６１１に結像するように、二次ビームの偏向方向を
変更する。即ち、高速偏向器７４９は、二次元センサ７６１１に二次ビーム像が結像され
る空間上の絶対位置を、試料Ｗの移動に追従して移動させる。なお、高速偏向器７４９の
偏向周期は１００ｋＨｚ～１００ＭＨｚとすることができる。
【００９３】
　このような二次ビームの偏向方向の変更（追従）によって、位置Ａ１にあった試料Ｗの
部分が移動によって位置Ａ２の位置に到達するまでの間、二次元センサ７６１１には、常
に、最初に位置Ａ１にあった試料Ｗの部分からの二次ビームが入射することになり、この
期間（一周期）は、二次元センサ７６１１は試料Ｗの同じ領域について、二次ビーム像を
撮影することになる。位置Ａ１にあった試料Ｗの部分が位置Ａ２に達すると、高速偏向器
７４９は、視野領域を再び位置Ａ１に戻す。これによって、試料Ｗの新たな部分の二次ビ
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ーム像を撮影することができる。二次元センサ７６１１の視野領域が位置Ａ２から位置Ａ
１に戻った後は、同様にして、高速偏向器７４９によって二次ビームの偏向方向が変更さ
れることによって、試料Ｗの移動に追従して、二次元センサ７６１１の視野領域が位置Ａ
１から位置Ａ２に向けて移動する。
【００９４】
　上記のように二次元センサ７６１１の視野領域は、位置Ａ１と位置Ａ２との間を往復す
るが、視野領域には常に一次ビームが照射されていなければならない。これを実現するた
めには、図５（ｂ）に示すように、一次ビームの照射領域ＥＦが、位置Ａ１における視野
領域ＶＦ１と位置Ａ２における視野領域ＶＦ２とをすべてカバーするように一次ビームを
試料Ｗに照射すればよく、すなわち、照射領域ＥＦが視野領域２個分の大きさを有してい
ればよい。この場合には、一次ビームの照射領域ＥＦは常にこの位置に固定しておくこと
ができる。
【００９５】
　また、図５（ｃ）に示すように、一次ビームの照射領域を試料Ｗ及び視野領域の移動に
追従させて、位置Ａ１における照射領域ＥＦ１から位置Ａ２における照射領域ＥＦ２まで
移動させてもよい。このときの１次ビームの照射領域の変更は、Ｅ×Ｂフィルタ７２６に
よって一次ビームの偏向方向を変更することによって行うことができる。
【００９６】
　２次光学系７４には、試料である試料Ｗに近い方から順に第２の高圧基準管７０２、第
３の高圧基準管７０３、及び第４の高圧基準管７０４が、それぞれ二次ビームの経路に沿
って、この経路を囲うように設けられている。第２の高圧基準管７０２は、試料Ｗとビー
ム分離器としてのＥ×Ｂフィルタ７２６との間に設けられ、第３の高圧基準管７０３は、
Ｅ×Ｂフィルタ７２６よりも二次元センサ７６１１側に設けられ、第４の高圧基準管７０
４は、第３の高圧基準管７０３と検出器７６１との間に設けられる。ＮＡアパーチャ７４
２は第３の高圧基準管７０３の内部に設けられ、高速偏向器７４９は第４の高圧基準管７
０４の内部に設けられる。
【００９７】
　第１の高圧基準管７０１、第２の高圧基準管７０２、第３の高圧基準管７０３、第４の
高圧基準管７０４には、それぞれ第１の電圧Ｖ１、第２の電圧Ｖ２、第３の電圧Ｖ３、第
４の電圧Ｖ４が印加される。実施の形態では、検出器７６１における検出電圧をＶ５とす
ると、これらの電圧は、Ｖ１＝Ｖ２＝Ｖ３、Ｖ３＞Ｖ４、Ｖ４＝Ｖ５の関係にある。すな
わち、高速偏向器７４９で二次ビームを高速に偏向するために、第４の高圧基準管７０４
に印加する電圧Ｖ４を第３の電圧Ｖ３より小さくして、二次ビームの電子エネルギーを小
さくしている。ここで、第３の電圧Ｖ３は、例えば４０ｋＶであり、第４の電圧Ｖ４は、
例えば５ｋＶである。
【００９８】
　上述のように高速偏向器７４９で二次ビームを偏向するが、そのときの二次ビームの電
子エネルギーが例えば１０ｋＶより大きいと、高速偏向器７４９における偏向電圧を高く
 する必要があり、二次ビームの高速な偏向が困難でとなる。そこで、第４の高圧基準管
７０４を第３の高圧基準管とは切り離して設けて、第４の高圧基準管７０４に印加する電
圧を例えば５ｋＶ程度にまで落として、高速偏向器７４９に入射する二次ビームの電子エ
ネルギーを小さくする必要がある。一方で、このような第３の電圧から第４の電圧への急
激な変化によって、二次ビームに湾曲収差が生じ、検出器７６１に形成される二次ビーム
の像（二次ビーム像）に歪が生じてしまう。
【００９９】
　そこで、本実施の形態では、第３の高圧基準管７０３と第４の高圧基準管７０４との間
に、中間電極（緩和電極）７５０を設けて、この中間電極に、第３の電圧Ｖ３より大きく
、第４の電圧Ｖ４より小さい中間電圧を印加する。これによって、上述の湾曲収差の発生
を抑えることができ、よって二次ビーム像の歪を抑えることができる。
【０１００】
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　図６は、高速偏向器と結像レンズと中間電極との組み合わせユニットの構成を示す図で
ある。中間電極７５０は、例えば４０ｋＶの第３の電圧を印加される第３の高圧基準管７
０３と、例えば５ｋＶの第４の電圧を印加される第４の高圧基準管７０４との間に、第３
の高圧基準管７０３及び第４の高圧基準管７０４に接することなく配置され、例えば１０
ｋＶ～１３ｋＶの中間電圧を印加される。
【０１０１】
　高速偏向器７４９は、二次ビームの偏向を高精度で行うため、上述のように１２極子構
造を用いている。１２極は、等角度間隔で配置されており、制御装置２によって個別に電
圧を印加することが可能である。第４の高圧基準管によって第４の電圧Ｖ４に重畳された
高速偏向用の電源及びアンプを用いることで、高速偏向器７４９の電圧精度を向上させて
いる。
【０１０２】
　結像レンズ７４１には、２重の磁場レンズ方式を採用している。上側コイル７４１１と
下側コイル７４１２の磁束方向を逆にすることで、二次ビーム像を回転させることができ
る。また、この磁場レンズ用コイル７４１１、７４１２は、２配線方式であり、これによ
って一定電力で温度を安定化させることができる。第３の高圧基準管７０３による第３の
電圧Ｖ３から第４の高圧基準管７０４による第４の電圧Ｖ４に電子エネルギーが変化した
状態で結像を行うため、電位が変化した付近に結像レンズ７４１を配置し、その前段に電
界変化によるレンズ効果の影響を緩和するための中間電極（電界緩和用電極）７５０を配
置する。これにより、急激な電位変化による二次ビーム像の歪を抑えることができる。
【０１０３】
　二次ビーム像は、結像レンズ７４１による拡大結像を行う検出器７６１に近づくと、像
が大きくなる。よって、二次ビーム像が小さい状態の結像レンズ７４１に近い位置で高速
偏向を行うために、結像レンズ付近に高速偏向器７４９を設置する。即ち、二次ビーム像
が大きくなると、二次ビームを偏向するのに要する偏向電圧が大きくなり、偏向感度が低
下するため、高速偏向が困難になり、上述の歪補正精度が低下し、後述の振動補正精度も
低下してしまう。よって、中間電極７５０、結像レンズ７４１、高速偏向器７４９は、二
次ビームの進行方向にこの順でなるべく近く配置されることが望ましく、これらが一体と
なったユニットとして構成されるのが望ましい。
【０１０４】
　高速偏向器７４９は、試料Ｗの移動に追従するための偏向だけでなく、上述のような二
次ビーム像の歪補正や、後述の振動補正も行うが、これらの機能は制御装置２によって１
２極に個別に電圧を印加することで実現される。
【０１０５】
　図３に戻って、振動補正について説明する。上述のように、試料Ｗはステージ装置５０
によって連続的に一定速度で移動し、高速偏向器７４９は、この試料Ｗの移動に追従して
視野領域が移動するように二次ビームの偏向方向を変更するが、このとき、ステージ装置
５０による試料Ｗの移動に、意図しない振動が与えられることがある。上述のように、視
野領域の移動の一周期の間には、二次元センサ７６１１は常に試料Ｗの同一の部分の二次
ビーム像を撮像しているが、試料Ｗに意図しない振動が加わると、二次元センサ７６１１
の各画素に、試料Ｗの他の部分からの二次ビームが入射するというコンタミネーションが
生じる。
【０１０６】
　上述のように、ステージ装置５０は、サーボモータ、エンコーダ及び各種のセンサ（図
示せず）を用いて、複数のテーブルを動作させることにより、ホルダ５５に保持された試
料ＷをＸ方向、Ｙ方向及びＺ方向（図１において上下方向）に、更に試料の支持面に垂直
な軸線の回り方向（θ方向）に高い精度で位置決めする。このための構成として、ホルダ
５５にはミラー５７１が固定され、主ハウジング３０の内壁にはミラー５７１にレーザビ
ームを照射して、ミラー５７１から反射して戻ってきたレーザが入射されるレーザ干渉計
５７２が設けられる。
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【０１０７】
　本実施の形態の検査装置１では、このホルダ５５に固定されたミラー５７１とレーザ干
渉計５７２を振動検出手段として用いて、振動補正を行う。レーザ干渉計５７２にて検出
された試料Ｗの意図しない振動は、制御装置２に入力される。制御装置２には、試料Ｗが
意図しない振動をせずに移動した場合の高速偏向器７４９による二次ビームの偏向方向の
変更が指示されているが、制御装置２は、本来の試料Ｗの移動だけでなく、レーザ干渉計
５７２にて検出された試料Ｗの意図しない振動も考慮して、高速偏向器７４９による二次
ビームの偏向方向を決定して、高速偏向器７４９を制御する。なお、制御装置２に、試料
Ｗが意図しない振動をせずに移動した場合の高速偏向器７４９による二次ビームの偏向方
向の変更が指示されていなくてもよく、この場合には、制御装置２は、レーザ干渉計５７
２にて検出された、試料Ｗの意図しない振動も含む試料Ｗ（を保持したホルダ５５）の位
置を検出して、この位置に基づいて高速偏向器７４９による二次ビームの偏向方向を決定
して、高速偏向器７４９を制御してもよい。
【０１０８】
　以上のように、本実施の形態の電子光学装置７０を含む検査装置１では、試料Ｗが移動
している間に、試料Ｗの移動に同期して、試料Ｗの同じ部分の二次ビームが二次元センサ
７６１１の同じ部分に入射するように、二次ビームを偏向する高速偏向器７４９が、二次
ビーム像の歪を補正する歪み補正器、及び試料Ｗの意図しない振動によるコンタミネーシ
ョンを補正する振動補正器としても機能するので、二次元センサ７６１１では精度の高い
二次ビーム像が得られる。
【０１０９】
　なお、第１の電圧Ｖ１、第２の電圧Ｖ２、第３の電圧Ｖ３、第４の電圧Ｖ４、検出電圧
Ｖ５は、上記の例に限られず、例えば、Ｖ１＜Ｖ２、Ｖ２＝Ｖ３、Ｖ３＞Ｖ４、Ｖ４＝Ｖ
５の関係であってもよく、すなわち、第１の電圧Ｖ１を第２の電圧Ｖ２及び第３の電圧Ｖ
３より小さくしてもよい。１次光学系７２における第１の高圧基準管７０１に印加する電
圧Ｖ１を小さくすると、第１の高圧基準管７０１における放電リスクを低減できる。即ち
、１次光学系は、第１の高圧基準管７０１内にアパーチャ７２３があり、このアパーチャ
７２３において電子銃７２１からのエミッションの５０％以上を吸収するので、リーク電
流量は大きく、また、リーク電流量の変動も大きい。これに対して、第１の高圧基準管７
０１に印加する第１の電圧Ｖ１を小さくすることで、放電のリスクを低減ないし解消でき
る。
【０１１０】
　また、上記の検査装置１において、第４の高圧基準管７０４に印加する第４の電圧Ｖ４
を調整する電圧制御装置を設け、第４の電圧Ｖ４を可変としてもよい。このとき、第４の
電圧Ｖ４は、例えば、±１ｋＶの範囲で調整可能としてよい。このように第４の電圧Ｖ４
を調整することで、検出器７６１への入射する二次ビームの電子エネルギー（入射エネル
ギー）を調整できることになる。これによって、二次元センサ７６１１のゲイン（すなわ
ち、二次ビーム像の輝度）を調整できる。
＜ソフトウェアによる再検査シミュレーション＞
【０１１１】
　図３に戻って、上述したように、電子光学装置７０は、ステージ装置５０に保持された
試料である試料Ｗに面ビームである一次ビームを照射して、それによって試料Ｗから発生
した二次ビームを検出器７６１に導く。検出器７６１は、図示しない二次元センサによっ
て二次ビームを捕捉して二次ビーム像の画像を生成し、画像処理部７６３に出力する。
【０１１２】
　画像処理部７６３は、検査処理装置として、検出器７６１から入力された二次ビーム像
に対して、像処理フィルタ（平均値（Ｍｅａｎ）フィルタ、ガウシアン（Ｇａｕｓｓｉａ
ｎ）フィルタ、中央値（Ｍｅｄｉａｎ）フィルタ等）を用いて画像処理を施し、シェーデ
ィング補正をした上で、セル－セル比較、ダイ－ダイ比較、ダイ－データベース比較等の
比較処理によって検査を行う。具体的には、画像処理部７６３は、比較処理において差分
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が所定の閾値を超える部分を欠陥として検出して、欠陥画像を生成する。
【０１１３】
　画像処理部７６３は、設定された検査条件パラメータに従って検査を行う。この検査条
件パラメータには、セル－セル比較の場合のセル周期、ダイ－ダイ比較の場合のエッジ許
容値、欠陥を検出するための閾値、画像処理フィルタ、シェーディング補正値、ダイ－デ
ータベース比較のパラメータ、検出したくない欠陥の分類情報が含まれる。なお、この検
出したくない欠陥の分類情報は、検査後にＳＥＭでの撮像を行って分類した結果として得
られる。
【０１１４】
　ところで、試料に生じている欠陥を検査する検査装置において、真の欠陥を確実に検出
し、かつ、欠陥でない箇所（疑似欠陥）を検出しないようにするためには、検出閾値等の
検査条件を変えながら何度も検査を繰り返し、最適な検査条件を決定する必要がある。
【０１１５】
　しかしながら、検査を繰り返すと、検査条件の最適化に時間がかかるという問題がある
。また、検査を繰り返すことで、試料にダメージが蓄積したり、試料が汚染されたりする
といった問題も生じる。
【０１１６】
　そこで、試料に与えるダメージや試料の汚染を回避して少ない検査回数で検査条件を決
定するために、本実施の形態の検査装置１には、シミュレーション装置２００が設けられ
ている。画像処理部７６３は、欠陥画像とそれを生成するのに用いた未処理画像（二次ビ
ーム像）をシミュレーション装置２００に出力する。
【０１１７】
　シミュレーション装置２００は、シミュレーション処理部２０１と、入力部２０２と、
モニタ２０３と、を備えており、例えば入力手段とモニタと演算処理ユニット、メモリ、
記憶装置、入出力ポート等を備えた汎用のコンピュータによって構成される。シミュレー
ション処理部２０１は、本実施の形態の検査結果レビュープログラムが演算処理ユニット
によって実行されることで実現される。この検査結果レビュープログラムは、ネットワー
クを通じてシミュレーション装置２００に提供されてもよく、シミュレーション装置２０
０が記憶媒体に記憶された検索結果レビュープログラムを読み出すことでシミュレーショ
ン装置２００に提供されてもよい。このようにして提供された検索結果レビュープログラ
ムは、シミュレーション装置２００の記憶装置に記憶され、そこから読み出されて実行さ
れることで、シミュレーション処理部２０１が構成される。
【０１１８】
　シミュレーション処理部２０１は、検査装置１００から入力した二次ビーム像に対して
、検査条件パラメータを変更しながら、再検査シミュレーションを行い、最適な検査条件
パラメータを決定する。シミュレーション処理部２０１が再検査シミュレーションのため
に変更する検査条件パラメータには、セル－セル比較の場合のセル周期、ダイ－ダイ比較
の場合のエッジ許容値、欠陥を検出するための閾値、画像処理フィルタ、シェーディング
補正値、ダイ－データベース比較のパラメータ、検出したくない欠陥の分類情報等が含ま
れる。
【０１１９】
　図７は、シミュレーション装置２００の動作を示すフロー図である。まず、電子光学装
置７０は検査を行い、画像処理部７６３は検査結果をシミュレーション装置２００に出力
する（ステップＳ３３１）。このとき、画像処理部７６３は、検査結果とともに、その検
査結果を得るのに用いた未処理画像（二次ビーム像）、及び検出したくない欠陥の分類情
報もシミュレーション装置２００に出力する。シミュレーション装置２００では、シミュ
レーション処理部２０１がこの検査結果を読み込んで、欠陥画像を生成し、モニタ２０３
に表示する（ステップＳ３３２）。
【０１２０】
　次に、シミュレーション処理部２０１は、検査条件を変更して再検査シミュレーション
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を実行し（ステップＳ３３３）、それによって得られた再検査結果を出力する（ステップ
Ｓ３３４）。この再検査シミュレーションでは、電子光学装置７０における検査と同様に
、検出したくない欠陥の分類情報にある欠陥については検出しないようにする。シミュレ
ーション処理部２０１は、ステップＳ３３４で得られた再検査結果を読み込んで、欠陥画
像を生成し、モニタ２０３に出力する（ステップＳ３３５）。
【０１２１】
　次に、この再検査によって得られた欠陥画像を評価することで、検査条件が最適である
かが判断され（ステップＳ３３６）、検査条件が最適でなければ（ステップＳ３３６でＮ
Ｏ）、ステップＳ３３３に戻って、検査条件を変更して再検査シミュレーションを実行す
る（ステップＳ３３３）。このように検査条件パラメータを変えながらの再検査シミュレ
ーションを繰り返して、検査条件が最適になったときは（ステップＳ３３６でＹＥＳ）、
その最適になった検査条件を電子光学装置７０で採用する検査条件として決定し（ステッ
プＳ３３７）、処理を終了する。シミュレーション処理部２０１は、検索条件が最適であ
るか否かは、例えば、入力部２０２からの入力に基づいて判断してよい。
【０１２２】
　以上のように、本実施の形態によれば、電子光学装置７０において実際の検査を行った
うえで、シミュレーション装置２００で電子光学装置７０から出力された欠陥画像及び未
処理画像を用いて、検査条件を変えながら検査結果レビューソフトウェアによって再検査
シミュレーションを行うので、少ない検査回数で検査条件の最適化が可能となり、検査条
件を最適化するための時間を短縮できる。また、電子光学装置７０による実際の検査を繰
り返す必要がないので、試料へのダメージを減少させることができ、試料の汚染を減少で
きる。
【０１２３】
　以上説明した検査装置におけるレンズ７４１，７４３について詳しく説明する。レンズ
７４１，７４３は、二次ビームが二次元センサ７６１１上に結像することによって得られ
る電子像を拡大又は縮小するズームレンズである。レンズ７４１，７４３が磁界レンズで
ある場合、レンズ強度（例えばコイルに流す電流）によって倍率を調整できるが、像が回
転してしまう。像の回転角度θは下記（１）式で表される。

【数１】

ここで、ｅは素電荷、ｍは電子の質量、φは加速電圧、Ｂは磁場である。すなわち、磁場
の積分値に比例して像が回転する。
【０１２４】
　通常のシングルギャップレンズを用いてズームレンズを構成する場合、３段のレンズ、
すなわち倍率調整用のレンズ、回転補正用のレンズ及びフォーカス調整用のレンズが必要
となる。倍率ごとに、回転補正及びフォーカス調整済の各レンズの設定値（アンペアター
ンやコイル電流など）を予め計算しておく必要があるが、レンズが３段の組み合わせであ
るため、計算には膨大な時間がかかってしまう。
【０１２５】
　そこで本実施形態では、像の回転を抑えられるダブルギャップレンズを用いることで回
転補正用のレンズを省き、２段のダブルギャップレンズ、すなわち倍率調整のダブルギャ
ップレンズ及びフォーカス調整用のダブルギャップレンズでズームレンズを構成する。レ
ンズが２段であるため、上記の計算が大幅に簡略化される。なお、以下に説明するズーム
レンズをレンズ７４１，７４３のいずれに適用してもよい。
【０１２６】
　図８は、ダブルギャップレンズ９１の断面を模式的に示す図である。ダブルギャップレ
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ンズ９１は、二次ビームの進行方向に沿って同軸状に配置された第１コイル９２及び第２
コイル９３と、第１コイル９２及び第２コイル９３の一部を覆うように配置された磁路９
４と、を有している。ダブルギャップレンズ９１の断面形状はレンズ中心を軸として線対
称である。また、ダブルギャップレンズ９１の内部には二次ビームの進行方向に沿って延
びる空洞が形成されており、当該空洞は二次ビームの進路９５となっている。
【０１２７】
　第１コイル９２は二次ビームの進行方向における試料Ｗ側にあって、二次ビームの進路
９５の周囲に巻回されている。第２コイル９３は二次ビームの進行方向における二次元セ
ンサ７６１１側にあって、やはり二次ビームの進路９５の周囲に巻回されている。
【０１２８】
　磁路９４は例えば鉄製のヨークであり、第１コイル９２とは離間して、その試料Ｗ側側
面、二次元センサ７６１１側側面、外周面を覆うととともに、内周面の一部のみを覆って
いる。言い換えると、第１コイル９２の内周面の一部と対向する位置において、磁路９４
には第１コイル９２と対応する第１ギャップ９４１が設けられている。さらに言い換える
と、第１コイル９２と二次ビームの進路９５との間に第１ギャップ９４１がある。
【０１２９】
　また、磁路９４は、第２コイル９３とは離間して、その試料Ｗ側側面、二次元センサ７
６１１側側面、外周面を覆うととともに、内周面の一部のみを覆っている。言い換えると
、第２コイル９３の内周面の一部と対向する位置において、磁路９４には第２コイル９３
と対応する第２ギャップ９４２が設けられている。さらに言い換えると、第２コイル９３
と二次ビームの進路９５との間に第２ギャップ９４２がある。
【０１３０】
　すなわち、磁路９４は、第１コイル９２及び第２コイル９３の間に配置された円環状の
中間部分と、中間部分の外周側端部から第１コイル９２の外周面と試料Ｗ側側面と内周面
の一部とを覆うように回り込んで内周側に延びる第１外側部分と、中間部分の外周側端部
から第２コイル９３の外周面と二次元センサ７６１１側側面と内周面の一部とを覆うよう
に回り込んで内周側に延びる第２外側部分と、を有している。そして、中間部分の内周側
端部と第１外側部分の内周側端部との間に第１ギャップ９４１が設けられており、中間部
分の内周側端部と第２外側部分の内周側端部との間に第２ギャップ９４２が設けられてい
る。
【０１３１】
　第１コイル９２と第２コイル９３の巻回方向が等しい場合、第１コイル９２及び第２コ
イル９３には逆向きの電流が供給される。一方、第１コイル９２と第２コイル９３の巻回
方向が逆である場合、第１コイル９２及び第２コイル９３には等しい向きの電流が供給さ
れる。また、第１コイル９２のアンペアターン（コイルの巻数とコイル電流との積）と第
２コイル９３のアンペアターンとが等しくなるようにする。
【０１３２】
　第１ギャップ９４１及び第２ギャップ９４２から漏れ出る磁場がレンズ作用をもたらす
。磁場の大きさによって倍率を調整できる。
【０１３３】
　図９は、二次ビームの進路９５に沿った方向の磁場Ｂの分布を模式的に示す図である。
縦軸は磁場分布であり、横軸はレンズ中心からの距離を進路９５と対応付けて示している
。磁場Ｂは、第１コイル９２及び第２コイル９３に電流を供給することによって磁路９４
に発生した磁場が、第１ギャップ９４１及び第２ギャップ９４２から漏れ出たものである
。
【０１３４】
　上記のような電流が供給されることで、ダブルギャップレンズ９１の中心に対して、反
対称性の磁場Ｂが発生する。そのため、このような磁場Ｂを進路９５に沿って積分すると
積分値はほぼ０になり、上記（１）式における回転角度θを０にできる。そのため、二次
ビームがダブルギャップレンズ９１を通過しても、像は回転しない。
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【０１３５】
　図１０は、ダブルギャップレンズ９１の具体的な構成例を示す図である。このダブルギ
ャップレンズ９１は、第１コイル９２と第２コイル９３とが分離している。そのため、第
１コイル９２は第１電源９６から電流が供給され、第２コイル９３は別の第２電源９７か
ら電流が供給される。また、第１コイル９２と第２コイル９３は巻回方向が等しい。その
ため、例えば第１コイル９２の図面右下（試料Ｗ側かつ進路９５に近い側）から図面左上
（二次元センサ７６１１側かつ進路９５から遠い側）に向かう電流が供給される場合、第
２コイル９３には、その図面左上（二次元センサ７６１１側かつ進路９５から遠い側）か
ら図面右下（試料Ｗ側かつ進路９５に近い側）に向かう電流が供給される。この構成の場
合、第１コイル９２と第２コイル９３の巻数が異なっていてもよく、その場合は電流量を
調整してアンペアターンが互いに等しくなるようにすればよい。
【０１３６】
　図１１は、ダブルギャップレンズ９１の具体的な構成の別の例を示す図である。このダ
ブルギャップレンズ９１は、第１コイル９２と第２コイル９３とが直列接続されている。
すなわち、符号９８で示すように、第１コイル９２の終端が第２コイル９３の始端と接続
される。第１コイル９２及び第２コイル９３は、第１ギャップ９４１及び第２ギャップ９
４２を通って接続されてもよいし、磁路９４の一部に小さな孔を設けて接続されてもよい
。そして、第１コイル９２の巻回方向と第２コイル９３の巻回方向は逆である。この構成
の場合、１つの電源９６から第１コイル９２及び第２コイル９３の両方に電流を供給でき
る。ただし、第１コイル９２及び第２コイル９３に流れる電流量が等しくなるため、第１
コイル９２の巻数と第２コイル９３の巻数とを等しくする必要がある。
【０１３７】
　図１２は、２つのダブルギャップレンズ９１ａ，９１ｂを用いたズームレンズ７１の断
面を模式的に示す図である。二次ビームの進行方向に沿って配置された２つのダブルギャ
ップレンズ９１ａ，９１ｂからズームレンズ７１が構成される。このズームレンズ７１は
、例えば図３におけるレンズ７４１，７４３に適用できる。ダブルギャップレンズ９１ａ
，９１ｂを連動させて、倍率調整及びフォーカス調整を行うことができる。まずは倍率調
整について説明する。
【０１３８】
　ズームレンズ７１の物面とダブルギャップレンズ９１ａの中心との距離をａ、ダブルギ
ャップレンズ９１ａ，９１ｂの中心間の距離をｂ、ダブルギャップレンズ９１ｂの中心と
ズームレンズ７１の像面との距離をｃとする。また、二次ビームの進路９５上のズームレ
ンズ物面から射出した二次ビームがズームレンズ像面に結像したときの、射出した二次ビ
ームの開角をαとし、結像した二次ビームの開角をβとする。開角α及び開角βは距離ａ
～ｃに依存する。そして、倍率は開角αと開角βの比率で決まる。
【０１３９】
　開角αが開角βより大きい場合、像は拡大され（拡大系）、開角αを固定とした場合、
開角βが小さいほど拡大率が高くなる。拡大系の場合にはａ＜ｃとするのが望ましい。開
角α＞開角βの条件を満たしやすいためである。例えば、ダブルギャップレンズ９１ｂの
コイル電流を０としてダブルギャップレンズ９１ａのみで結像させた場合に拡大率が最大
となるが、ａ＋ｂ＋ｃが一定であれば距離ａが短い方が最大拡大率を大きくすることがで
きる。
【０１４０】
　一方、開角βが開角αより大きい場合、像は縮小され（縮小系）、開角αを固定とした
場合、開角βが大きいほど縮小率が高くなる。縮小系の場合にはａ＞ｃとするのが望まし
い。開角α＜開角βの条件を満たしやすいためである。
【０１４１】
　また、倍率調整の自由度を高くするためには、拡大系であるか縮小系であるかに関わら
ず、距離ｂができるだけ大きいのが望ましい。
【０１４２】
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　実際には、予め計算された倍率ごとの各ダブルギャップレンズ９１ａ，９１ｂにおける
コイル電流の設定値を使用し、基準サンプル（寸法が既知の格子パターンなど）の画像を
観察しながら倍率の微調整を行ってもよい。
【０１４３】
　続いてフォーカス調整について説明する。フォーカス位置はダブルギャップレンズ９１
ａ，９１ｂのレンズ強度に依存し、レンズ強度はコイル電流（より具体的には、ダブルギ
ャップレンズ９１ａにおける第１コイル９２及び第２コイル９３並びにダブルギャップレ
ンズ９１ｂにおける第１コイル９２及び第２コイル９３の少なくとも１つのコイル電流、
以下同じ）に依存する。よって、フォーカス位置をコイル電流によって調整できる。具体
的には、コイル電流を大きくすることで焦点距離が短くなり、コイル電流を小さくするこ
とで焦点距離が長くなる。
【０１４４】
　検査装置においては、ズームレンズ７１、投影レンズ及び二次元センサ７６１１がこの
順で配置される。そして、投影レンズの倍率や、投影レンズと二次元センサ７６１１との
距離はおおよそ固定値である。よって、ズームレンズ７１のフォーカス位置（すなわちズ
ームレンズ７１の像面）が投影レンズの物面になるように設定される。
【０１４５】
　なお、拡大率を大きくするために３つ以上のダブルギャップレンズ９１を設けてもよい
が、その場合でも回転補正用のダブルギャップレンズは不要である。
【０１４６】
　このように、本実施形態では、像の回転が生じないダブルギャップレンズ９１を用いて
ズームレンズ７１を構成する。そのため、回転補正用のレンズを不要とでき、ズームレン
ズ７１の構成が簡略化され、設計が容易となる。
【０１４７】
　なお、説明したダブルギャップレンズ９１を用いたズームレンズ７１は、検査装置にお
ける写像投影系以外にも、例えば試料を蛍光板に投影するＴＥＭ（Transmission Electro
n Microscope）などにも適用可能である。
【符号の説明】
【０１４８】
　１：検査装置、２：制御装置、３０：主ハウジング、５０：ステージ装置、５５：ホル
ダ、５７１：ミラー、５７２：レーザ干渉計、７０：電子光学装置、７１：ズームレンズ
、７６１：検出器、７６１１：二次元センサ、７６３：画像処理部、７２：１次光学系、
７４：２次光学系、７２１１：レーザ光源、７２１２：光電面カソード、７２２：レンズ
、７０１：第１の高圧基準管、７０２：第２の高圧基準管、７０３：第３の高圧基準管、
７０４：第４の高圧基準管、７４９：高速偏向器、７４２：ＮＡアパーチャ、７２６：Ｅ
×Ｂフィルタ、７５０：中間電極、９０：偏向制御装置、９１，９１ａ，９１ｂ：ダブル
ギャップレンズ、９２：第１コイル、９３：第２コイル、９４：磁路、９４１：第１ギャ
ップ、９４２：第２ギャップ、９５：二次ビームの進路、９６：第１電源、９７：第２電
源
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